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総 務 建 設 常 任 委 員 会 記 録 
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総務部長 井 口 久 和  同部参事兼固定資産税課長 中 西 利 之 

総務課長 川 本 勝 也  財政課長 谷内田修   市民税課長 妹 尾 紀 子 

建設部長 高 尾 和 宏  同部参事兼都市計画課長 西 川  聡 

建築課長 寺 田 満 夫 

選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長 橋 本 英 樹 

同局次長 菰 原 知 宏 

消防長 明 原  修  消防本部参事兼総務課長 松 田 俊 也 

予防課長 納 家 浩 二 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第３４号 令和元年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分 

  議案第３７号 摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第３６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一 

部を改正する条例制定の件 

議案第４１号 摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○渡辺慎吾委員長 ただいまから総務建

設常任委員会を開会します。 

理事者側から挨拶を受けます。 

森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

昨日、吹田市でまたわけのわからない事

件が発生いたしました。市民の皆さんにも

いろいろとご不安をおかけしたことと思

います。私ども行政も、早速、担当部長等々

を招集いたしまして、対応してきたところ

でございますが、何とかその後、大きな出

来事なく検挙ということになりました。今

後も緊張感をもって、安全・安心のまちづ

くりに当たってまいりたいと存じます。 

そんな中、きょうは総務建設常任委員会

をお持ちいただきまして、大変ありがとう

ございます。 

本日は、過日の本会議で本委員会に付託

されました案件について、ご審査をいただ

きますけれども、何とぞ慎重審査の上、ご

可決いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

一旦退席させていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 挨拶が終わり、本日の

委員会記録署名委員は南野委員を指名し

ます。 

審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 異議なしと認め、その

ように決定しました。 

暫時休憩いたします。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

議案第３４号所管分の審査を行います。 

本件については、補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

松本委員。 

○松本暁彦委員 おはようございます。１

点だけ確認の意味で質問をさせていただ

きます。 

１２ページの都市計画総務費、耐震改修

補助金、この９００万円の件でございます

けども、こちらについて、その９００万円

というのがどのような経緯で、根拠にされ

て出されたのかというのを確認でお聞か

せください。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 今般、追加補正をお願い

いたしております９００万円の補助金で

ございますけども、耐震改修補助金でござ

いますが、当初５６０万円ということでさ

せていただいているところでございます

が、今年度に当初想定していた見込みに比

べ実績数がふえたため、補正額は昨年度末

の実績と今年度の受付状況を踏まえ見込

ませていただいているところでございま

す。 

今年度見込ませていただいている件数

といたしましては、当初では改修工事につ

きましては６件ということで当初見込ま

せていただいていたところでございます

が、受け付けの件数を実績という形で見込

ませていただいた上で、補正につきまして

は改修工事５件、除却工事１０件を追加補

正で見込ませていただいているところで

ございます。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 今回、補正予算で改修５

件、除却１０件というところにつきまして

は理解をいたしました。そのような要望と
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いうのが引き続きあるというところで認

識をしております。 

実際にやはり市内等々回ってみますと、

ブルーシート等もまだ一部やはり残って

いるというところが見られます。そういっ

た意味も踏まえて、この制度というのは引

き続き必要であるということは理解をし

ております。引き続きそのようなしっかり

とまちづくり、耐震の工事に向けてやって

いただきたいと思います。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

野口委員。 

○野口博委員 そしたら数点ちょっとお

尋ねいたします。 

一つは、今松本委員も質問されました、

耐震改修補助金。補正で大阪府・国含めて、

そして市の負担も含め９００万円、組まれ

ました件について、まずお尋ねいたします。 

昨今、私の周りも文化住宅が多い地域の

中で、どんどん解体作業が始まったり、立

ち退きなども含めて、立ち退きされる方も

近くの改修が済んだ文化住宅に住まわれ

るということで、どんどんまちの景色が、

昨年の震災を受けて、変わろうとしている

中で、改めて豪雨だとか地震の被害から見

ても、建物の耐震化というところは大きな

課題だと思っています。改めてそう思って

います。 

そこで一つは、今回、国が改修補助金で

４５０万円、府が８７万５，０００円で、

これに市が足して９００万円ということ

でありますけども、いわゆる除去、耐震設

計、耐震改修、この中身にそれぞれ、国は

基本的には２分の１、大阪府と摂津市は４

分の１と思いますけども、細かいところで

若干この数字的なものが理解できない部

分がありますので、改めてそういう項目に

ついての補助金の中身について、ちょっと

ひとつ教えていただきたいと。 

それと、平成２８年度から１０年間計画

で耐震化促進計画を進めています。その辺

との関係で、問題意識として、市の担当と

しては、昨年の震災から１年たちました。

今回、たくさん件数がふえました。そうい

う中で耐震化率を９５％に向けて、どうい

う現時点での取り組みの加速化といいま

すか、そういった問題についてどう考える

のか。 

以上、２点です。 

二つ目は、参議院議員選挙の開票立会人

等々の報酬の問題であります。直接この問

題、関係ないんですけども、来月に参議院

議員選挙があります。ダブル選挙もちょっ

と言われてることもありますけども、もし

ダブル選挙になった場合、現状、例えば集

会所などを投票所にしてる場所なんかは

対応できません。そういう点で、ダブル選

挙になった場合、地元の方々は小学校だと

か大きな場所を言われておりますけども、

ちょっとその点、どうお考えなのかお答え

いただきたいと思います。 

３点目は基金の問題です。今回、財源調

整分として、１，４６２万４，０００円、

補正をしております。第２回定例会時点で

の今年度末の基金残高について、どう見て

るのかというのが一つあります。 

もう一点は、いろんな各分野の改修だと

かいろんな施策を展開する中で、お金の使

い道について、例えば交付団体になれば、

臨時財政対策債だとか、いろいろ違った意

味での財源調整の判断もありますので、一

時期に多くのお金をつぎ込んで、四、五十

年のスパンで市民に対して恩恵を与えて

いくという、こういう項目について、満遍

なく今年度分で財政負担をするという意
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味合いでは、もし交付団体になった場合、

臨時財政対策債だとか、これ自由に使える

お金ですから、そういう後年度負担分を施

策の展開上見た場合、たくさんのお金が必

要になります。現時点で一遍に今の方々に

負担させるのか、平均的に平準化で求めて

いくのか。どんな形で、財政の角度から見

た場合に、考えがあろうかと思いますけど

も、その点含めて、以上、お願いいたしま

す。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 野口委員の建築課にか

かわる部分、２点いただいておりますので、

そちらのほうにお答えさせていただきま

す。 

まず、耐震改修補助金の内容で、補助金

のほう、国・府の財源もございますので、

その内訳ということのお問いであったか

と思いますので、そちらのほうをご説明さ

せていただきます。 

まず、国のほうは社会資本整備総合交付

金、こちらの部分を補助の割合といたしま

して２分の１ということでございます。大

阪府につきましても、改修の設計と工事の

部分につきまして４分の１の補助の割合

ということでいただいております。ただ、

大阪府の補助につきましては３０万円、改

修工事の３０万円上乗せ分、それと除却工

事にかかわる部分、こちらにつきましては

大阪府の補助の対象外となってございま

す。 

続きまして、平成２８年度に第２期の耐

震改修促進計画の目標ということで、令和

７年度までに９５％という形で計画の目

標として掲げさせていただいております。

昨年末、平成３０年１２月末時点で推計い

たしますと、住宅の耐震化率でいきますと

８４．１％という状況になってございます。

こちらのほうにつきましては、目標値に至

るまで、まだ数値的にはギャップはござい

ます。この間、住宅の新築の件数もふえて

きております。委員がご指摘のとおり、昨

年の地震、台風の後に、除却解体されて更

地にされてると、建てかえをされてるとい

うところも実数として出てきておるのか

なという状況でございますので、昨年のそ

ういう状況の中で所有者、建物を所有され

ている方の自己財産、居住財産に対して、

非常に関心が高まっているという状況も

ございますので、今後、耐震化に対する意

識に対しましても、当然ながら啓発を続け

ていくというところで、先週１２日には、

耐震市民フォーラムということも、ことし

で７回目に至っております。そういう機会、

さまざまな機会を通じまして、さらに啓発

を積極的に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 菰原局次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、野口委員からの参議院議員選挙に

当たって、また衆参同日選挙に向けての対

応ということでご答弁させていただきま

す。 

現在のところ、国会の延期等がないとい

う情報でございまして、参議院議員選挙の

みの準備を進めているところでございま

す。しかしながら、まだ衆参同日の選挙と

いう可能性は残っている次第でございま

す。そうなりますと、投票箱のほうが、参

議院・衆議院合わせれば５個の投票箱、ま

たそれに合わせて記載台が必要という問

題がございまして、やはり集会所によって

は狭隘な部分というのは出てくるかと思

います。 
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そうなった場合には、臨時の選挙管理委

員会を開きまして、投票所の問題、また各

自治会への周知ということを緊急でやら

なければならないと思っております。 

２２の投票区は原則守りながら、場所の

変更、投票区域外の設置等も考えながらと

いうところになりますけども、そこら辺の

周知徹底、また選挙当日に当たりましては、

投票所に変更があったことも周知しなが

ら、万全の体制をとっていきたいと思って

おります。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、基金に関す

るご質問についてお答えいたします。 

まず基金の残高ですけれども、令和元年

度末の見込みといたしましては、今のとこ

ろ平成３０年度の決算額も踏まえて数値

としては、確認いたしますと何とか１００

億円を堅持できるのかなというふうな状

況になっております。 

それから、後年度の負担ということで委

員からもお話がございましたけれども、特

に財政調整基金につきましては、年度間の

財源の調整、それから急な収入の減少、そ

ういったものに対応するために財政調整

基金が設置されております。 

我々といたしましても、各年度、各世代

間の負担の平準化、そういったものが非常

に大切であるというふうに考えておりま

して、現在の財政運営、それから将来を見

据えた財政運営の両方を念頭に置くと、そ

れが一番大事であると考えております。 

あと、交付税に関してですけれども、交

付税に関しましては、現在、算定の途中と

いうことになっておりまして、特に詳細な

補正係数のところにつきましては、毎年本

算定ぎりぎりまで総務省のほうでいろい

ろと試算されておりまして、最終的な姿と

いうのがまだわからない状況ということ

で、今年度、まだ交付になるのか、不交付

になるのか、そのあたりについては何とも

申し上げにくいところではありますけれ

ども、やはり税収の動向、それから公債費

が年々減少していることを踏まえますと、

昨年度１億円ほどの財源不足になってお

りましたけれども、これを大きく上回ると

いいますか、財源不足額がふえるというこ

とはなかなか見込みにくいのかなと。交付

となったとしても、本当に交付、不交付の

ぎりぎりのところかなというふうに考え

ておりまして、もちろん、交付になった場

合は、改めて歳入の補正をさせていただき

まして、その分を財政調整基金の繰入金を

減少させていただくということで、財政調

整基金の年度間の調整のための基金残高

を温存していきたいと考えているところ

でございます。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 最初の耐震問題でありま

す。これから、先ほど申し上げたように豪

雨であっても地震であっても、やはり建物

を強化していくという点では最大の課題

だと思っております。ご承知のとおり、阪

神淡路大震災の７割から８割はそういう

建物の倒壊によっていろんな被害が広ま

ったというのは統計的に言われておりま

すので、そういう点でちょっと見てみます

と、補助金の割合をお聞きしましたけども、

除却工事は、最大４０万円であります。改

修費の４０万円から平成２６年度より３

０万円プラスしたと。これについては府の

補助金はなしということで見ますと、今９

００万円の補正額が組まれて、総額、改修

費用で１，４６０万円になります。これ１，
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４６０万円に対して、大阪府の補助金が４

４万と１８２万５，０００円ですから、２

２６万５，０００円になります。そうしま

すと、本来ならば基本４分の１ですけども、

１５．５％しか、府の補助金割合、出てな

いと。耐震診断が別に１８６万円あります

ので、耐震診断と耐震改修含めますと、１，

６４６万円が総費用であります。これに対

して府の補助金を見ますと、２２６万５，

０００円ですので、１３．７％なんです。

４分の１は２５％でありますけども、大変

少ないという点で、大阪府下の地方自治体

として、府に現状を説明しながら、国の関

係では社会資本整備総合交付金との関係

もありますけども、やはりきちっと物言う

て、補助金をふやせということを、ぜひ伝

えていただきたいと思いますけども、その

点ちょっと一言添えていただきたいと思

います。 

それと、耐震化率の促進の問題でありま

す。平成２７年度に計画をつくって、平成

２８年度、平成２９年度、平成３０年度、

３年間で３．１％しかふえてないと数字の

関係でいいますとね。あと７年間で９５％、

８４％から９５％の１１％プラスすると

いう計画であります。 

ちょっと見ますと、耐震性不十分が平成

２７年度当初は２，４００戸、１２％あり

ます。資料で言うと１０年後、今は７年後

になりますけども、１３％の５，４７０戸

とふえてるわけですね。そういう点も含め

て、財源的にしんどい部分もありますけど

も、やはり国や大阪府を含めて、どんどん

予算を出していただいて、全体として進む

ように、そういう環境整備を頑張っていた

だきたいと思うんですけども、もう一度、

当然いろんな取り組みもなされておりま

すけども、より加速させるための、違った

取り組みがないもんかという点でお考え

があれば、ちょっと答弁していただきたい

と思います。 

ダブル選挙との関係ですね。いろんな国

会情勢もありますので、一般的には今の情

勢はダブル選挙はないという話でありま

すけども、ただ、野党間のいろんな動きも

ある中で、いわゆる閣僚に対する不信任だ

とかいろんな動きも出てくる可能性もあ

りますので、ダブル選挙はゼロではないと

いうこともあります。 

おっしゃったように、いろんなご苦労も

ありますけども、ぜひ相談していただいて、

今、地域を回っていますと、いつも開票関

係に立ち会った方々は、それを一番心配し

ておりますので、それと、より身近に投票

所があったほうが、投票率も上がりますし、

今もう５０％超えるのが至難のわざであ

ります。そういう状況も踏まえていただい

て、より多くの方々が投票しやすい条件整

備を、どうなのかということで、ぜひ進め

ていただきたいということで、これお願い

しておきます。 

基金の問題であります。昨年もこの時期

にいろんな質問をする中で、不交付か交付

かわからないという、微妙だというご答弁

が毎年されて、ことしは交付団体になった

んですけども、大体一般的には国の地方交

付税政策もありますけども、僕なりには、

交付団体になるのではないかというよう

に見込んでおりますけども、この数字をお

示しいただきました。先ほど平成３１年度、

令和元年度、本年度末の話で１００億円そ

こそこということで基金残高の数字が出

ましたけども、平成３０年度ですね、まず

は、資料いただきましたけども、主要基金

で１２４億円と、これに土地開発基金で１

０億円出してますので、従来の基金残高で
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言えば、１３４億円ということで、約３億

円から４億円ですね、前年ベースよりも少

ないということで、新しい年度に向かって

おりますけども、もう一度、大阪府の説明

会、当然あったと思うので、この交付、不

交付の問題について、少し突っ込んで、ど

ういう感触をお持ちなのか、示していただ

きたいと思います。 

それで、先ほど聞いた中で、平準化負担

を求めていくということ、話ししましたけ

ども、それは感じてるのは、この前、上下

水道ビジョン、経営診断が出て、４年後か

ら２５％値上げすることが、経営上、一番

市民負担が少ないという案をまとめて、パ

ブコメを行われて、百二、三十の方々の意

見が出てますけども、こういう２５％値上

げをする、そういうことを出すこと自体、

組織性そのものがいろんなことがありま

すので、そこに一般財源を積むかどうか別

にしましても、そういう点ではこの行政全

般について、もし交付団体になった場合、

臨時財政対策債だとか、自由に使えるお金

でありますので、そういう部分も活用して、

いわゆる一つの事業が後年にわたって市

民が恩恵を受けるわけでありますから、一

時期に現時点で負担を押しつけるという

ことでなくて、そういう角度から改めてき

ちんと整理をすべきだと。この上下水道ビ

ジョンを見てまして、ちょっと考えてるわ

けです。 

管理者は市長でありますので、そういう

点で少し臨時財政対策債も含めて、そうい

う後年度負担の平準化の問題についてと、

財政活用問題について、少し副市長のほう

からご答弁いただければと思います。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 野口委員の２回目のご

質問にお答えさせていただきます。 

まず１点目でございますが、国・府の補

助の割合ということで、特に大阪府の補助

の割合が低い状況ということもございま

す。現在、先ほど申しましたように、大阪

府の補助の対象外の部分もございます。こ

の部分につきましては、大阪府市長会等々

通じまして、過年度から要望はさせてはい

ただいているところでございますが、引き

続き大阪府に対しまして、さまざまな機会

を通じて要望してまいりたいと考えてお

ります。 

２点目の部分でございますが、計画目標

に対してギャップがあるということで、計

画目標達成に向けての加速化ということ

のお問いであったかと思うんですが、平成

２９年３月に第２期計画を策定いたして

おります。その時点から年間でいきますと

１％ずつふえてきてるような状況ではあ

るんですが、現在取り組んでおる内容とい

たしましては、毎年５月ごろに所有者向け

に発送されます固定資産の納税通知書、こ

ちらのほうにチラシのほうを入れさせて

いただいております。建物の耐震化、特に

旧の耐震基準と申しまして、昭和５６年５

月以前に建築された住宅、こちらのほうを

お持ちの方については、耐震性が不足して

いる場合があるということのお気づきを

いただくためのチラシを同封させていた

だいて、周知啓発を図らせていただいてい

るとともに、先ほども申しましたように、

市民向けの耐震フォーラムということも

広報誌の配布とあわせまして、全戸配布と

いうことで啓発をさせていただいている

ところでございます。 

昨年に比べまして、先週開催させていた

だいたフォーラムのほうは、参加者も非常

に多く、耐震化に対する関心、意欲も非常
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に高まってきているのかなというふうに

原課といたしましては認識しておるとこ

ろでございますので、引き続きこの関心を

維持しつつ、さらなる耐震化の意欲をそが

ないように、財政面的なところで支援を図

ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 谷内田課長。 

○谷内田財政課長 それでは、交付税の詳

細につきまして答弁申し上げます。 

交付税につきましては、まず基準財政需

要額、それから基準財政収入額をそれぞれ

算定し、その差額をもって交付、不交付が

決定されるわけですけれども、基準財政需

要額を算定する際、まずは測定単位と単位

費用、これを掛け合わせて算定するんです

が、その単位費用については法律事項とな

っておりますので、既に改正されておりま

す。 

この中身を見ますと、単価、増額になっ

てるものもございます。例えば高齢者保健

福祉費、この６５歳以上人口につきまして

は、今回補正でも計上させていただいてお

ります、保険料の低所得者軽減のための負

担金、こういった新たな拡充制度がござい

ましたので、増になっております。その一

方で、小・中学校費の学校数、こういった

ところの単位費用が減少している。 

そういったものもあり、基準財政需要額

については、先ほども申し上げましたよう

に補正係数の詳細がわかりませんので、な

かなか増減、見込みにくいところがあるん

ですけれども、一方で基準財政収入額につ

いては、まずは毎年国から年の初めに説明

会がございまして、その中の資料を見ます

と、やはり基準財政収入額、法人市民税を

また今年度も若干伸ばされる見込みにな

ってるということが一点。それから基準財

政収入額については、調定見込み額に徴収

率、それから０．７５を掛けて算定するん

ですけれども、近年、交付税の算定におい

ては、この徴収率を見直してるというとこ

ろがございまして、この令和元年度につい

ても徴収率、平成３０年度は例えば個人均

等割ですと９８．４％の徴収率で算定して

いたところが、令和元年度では９８．５％

と、０．１ポイント徴収率を上げて算定す

るというふうなこともございまして、やは

り基準財政収入額については一定伸びが

あるのかなというところを見込んでおり

ます。 

そういったことから、なかなか昨年度か

ら大きくふえる要素がないのかと見込ん

でおるところです。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 副市長。 

○奥村副市長 それでは負担の平準化、そ

れから財政運営について、総括的にはなり

ますが、答弁させていただきたいと思いま

す。 

まず、財政運営をやるときには、やはり

歳入があり、それからそれに伴って歳出が

ございます。それでイコールであれば一番

望ましいんですが、経常的な支出について

は、平成２９年度では経常収支比率が１０

０を超えております。そういう分では経常

的な収入が経常的な支出に全部消えてし

まうと。ただ、現在やっておりますＦＭの

関係、これ公共施設の老朽化、道路とかあ

るいは橋梁、それから施設も含めまして、

公共施設の老朽化が迫ってまいっており

ます。それから、大きくはＪＲ千里丘駅の

西口の再開発もございます。それから阪急

京都線連続立体交差事業もございます。大

きな事業を控えておるんですが、これが通

常の税収入でいけば一番理想的なんです



- 9 - 

 

けども、そうはいきません。経常収支比率

が７０から８０ぐらいが一番理想的と言

われておりますが、しかしそれでも府下の

経常収支比率、平成２９年度では９７％に

なっております。そういう分ではどこの市

でも非常に苦しいかと思っております。 

そんな中で、負担の平準化ですが、一番

最たるものは、建設事業費ではないかなと

いうふうに思ってます。そこで一般財源全

て投入して建設をする。それはその当時の

市民の方が全額負担ということになるん

ですが、起債を借りて後年度利用する方も

一定の負担をしていただく。それが建設事

業費であろうかと思っております。 

ただ、過去のいわゆる起債の償還のピー

ク、かなり残高も落ちております。ただ気

になりますのは、当初予算の一番後ろのと

ころに起債の現在高の内訳がございます。

それを見ておりますと、普通債では前年度

ですけども９４億円ございます。その他の

起債のほうでは９６億円でやや上回って

おります。この内訳といたしましては、市

民税の減税補填債、それから臨時財政対策

債、それから減収補填債、退職手当債とな

っております。これを見てみますと、これ

は決して建設事業債ではなしに、赤字市債

かと思っております。 

その中で一番大きいのは、臨時財政対策

債で８６億円ほどございます。これは、国

のほうの制度で、交付税特会というのがご

ざいます。その中で交付税の不足する部分

が足らないということで、交付税特会で借

金をしておりました。それがそれぞれ交付

団体においては臨時財政対策債というこ

とで赤字市債を発行できることになりま

した。その２分の１はもちろん当該市が負

担をすることになりますし、全体的には国

のほうが補填をするというような約束事

になっております。 

そういう意味からいたしますと、先ほど

野口委員のほうからご指摘がありました

ように、交付税で交付団体になれば臨時財

政対策債が発行できるということで、確か

にそうなんですけれども、我々といたしま

しては、そういう赤字市債を発行できずに

財政運営ができればと思っておりますが、

まだまだ財源的な余裕がございませんの

で、赤字市債は発行せざるを得ないんでは

ないかと思っております。 

参考までに、その赤字市債の分につきま

しては、交付税では発行、未発行にかかわ

らず算入されるとなっております。いずれ

にいたしましても、現在持っておる現金を、

将来的にどう生かしていくのか。これはや

はりご指摘のように長期を見込んだ財政

運営、これは大事になってくるかと思って

おります。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 要望にしますが、耐震問題

については、先ほど申し上げたように、い

わゆる建物のインフラの耐震化は大事な

基本で重要な課題だと思っておりますの

で、財政面もちゃんと国なり大阪府含めて、

より一層出してもらうように働きかけを

いただきたいとお願いいたします。 

基金の問題については、いろいろこれか

ら大きな事業を抱えた話が出ましたし、僕

らもちょっとわかっておりますけども、し

かし８万５，０００人の市民の皆さん方の

暮らしがどうなのかという。それから単純

にいわゆる公設公営だとか、いろんなシス

テムがありますけども、公営企業について

も、単純に独立採算でなくて、税金で負担

していくという、市民の生活から見た場合

に、全国的に言われてるのが、この数年間
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の間に家計消費額が年間２０万円下がっ

てるとか、働く皆さん方の実賃金が１０万

円下がってるとか、いろんな数字がありま

すし、そんな中で今回市税条例で専決処分

で二つの報告がありましたけども、１０月

から消費税増税を伴う一定期間、１年間ぐ

らいは、例えば車を購入したら軽減を少な

くしますよという改正が出てきますけど

も、一層その負担もふえるという要素があ

るわけで、そんな中でやはりきちっと市民

生活を見ていただいて、市は市の財政運営

があります。そこでどの辺で折り合いをな

していくのかというのが大事な点だと思

ってますので、その点では何でも使える臨

時財政対策債の使い方も大きな課題だと

思ってますので、ご答弁のようにぜひ頑張

っていただきたいということを申し上げ

て、質問を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

南野委員。 

○南野直司委員 質問でなくて、ちょっと

お願いということでさせていただきたい

と思います。 

ちょうど大阪北部地震からあしたで１

年がたちますけども、多くの方が被害に遭

って、中には先ほどから議論があります耐

震改修補助金を使ってということであり

ます。 

昨年、地震に遭われて、そして改修工事

をされて、耐震工事もしましたということ

で補助が出るんだろうということで窓口

に来られて、ご相談もいただきましたけど

も、やはり耐震診断して改修工事というこ

の流れでしていかないと、補助がもらえな

いということもあります。これ、ブロック

塀の除去もそうなんですが、まずは市の建

築課にご相談して、見に来ていただいて、

そして工事をしないとさまざまなほかに

もハードルありますけども、この補助はい

ただけないんですね。除却の費用もあると

いうことを、どれだけの市民の方が知って

おられるかというのが、やはりいろいろな

相談の中で感じることなんです。 

先日、フォーラムを開催していただいた

わけでありますけども、やはり改めて広報

とかホームページとかさまざまな機会で

こういう制度があるんですよということ

を、しっかりと多くの市民の方が知ってい

ただくように、丁寧にわかりやすいように

周知をしていただきたいと思いますので、

どうかよろしくお願いします。それだけで

す。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

三好委員。 

○三好義治委員 私も耐震改修補助金に

かかわる関係の質問をしていきたいと思

うんですけど、これまでに耐震改修補助金

の申請をされてる方の状況ですね、例えば

昨年の地震以降に被災建築物応急危険度

判定の黄色が貼られている家屋とか、赤色

が貼られている家屋とか、それとか事前に

耐震診断を受けて危ない建物であると診

断された方々、ほかいろんな方々がおられ

ると思うんです。そういう現状、どういっ

た方々が申請をなされてきてるのか。申請

に当たっては、以前も聞きましたけども、

いろんな所得制限もあると思います。これ

についても詳しくもう一度お願いしたい

のと、それと今、年金問題で老後２，００

０万円なかったら９５歳まで生きれんと

かどうのこうのという報道はなされて、こ

れもいろんな角度で指摘もありますけど、

一方では還暦を迎えた方々の貯蓄が１０

０万円未満の方が全体の２５％いてると
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いうことで、補助金を出してでも、もとも

との資金がなければ、耐震改修をしようと

思ってもなかなかできないような現状を

どういうふうに把握しているのか。この点

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○渡辺慎吾委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 三好委員の３点いただ

いたかと思うんですけども、補助金の申請

に当たりまして、今その申請の方の現状と

いうことのお問いが１点目であったかと

思うんですけども、耐震改修補助金につき

ましては、基本的には先ほども議論があり

ましたように、耐震診断ということで、旧

の耐震基準で建てられた住宅に対しまし

て、まず耐震診断をしていただくと。耐震

診断で一定の評点以下の方につきまして、

耐震改修工事をしていただくこととなり

ます。過年度で耐震診断をされているにも

かかわらず、耐震改修までこぎつけられて

いない方も非常に多くいらっしゃる状況

でございます。その中でもやはり費用面で

あったり、安全・安心を図るという観点で、

耐震改修をお申し込みされる方もふえて

きておる状況ではございますが、ただやは

り戸建ての住宅で耐震改修を施そうとい

たしますと、やはり壁であったり、柱、屋

根の軽量化、こういったもろもろの取り組

みを住宅の中でするということになりま

すので、大体やはり２００万円程度、耐震

補強工事に関しましてはかかってくると

いう状況でございます。 

先ほどおっしゃっていただいている昨

年の被災建築物応急危険度判定での赤色

の判定をいただいているようなところで、

耐震改修されているかというお問いでご

ざいますが、赤色をつけたから即耐震改修

にこぎつけられているというところのケ

ースは見られないような状況でございま

す。 

ですので、被災建築物応急危険度判定に

つきましては、昨年度の震度５強で発災い

たしました地震による二次災害を防ぐと。

通行人であったり、お住まいの方に対しま

して、この建物が危険ですよと、建築の専

門家にご相談くださいよということでの

表示でございますが、その後どういう形で

されてるかというところまでのフォロー

はまだちょっと把握し切れていないとこ

ろもございますので、そのあたりにつきま

しては、今後また調査してまいりたいと考

えております。 

２点目の所得制限でございますが、耐震

診断につきましては所得制限を設けてお

りません。ただ、耐震改修補助につきまし

ては、世帯全員の方の課税所得の制限が５

０７万円ということで、およそ目安といた

しまして年収９１０万円程度の方の部分

で所得の制限を設けさせていただいてお

ります。 

ただ、除却に限りましては、その資産、

１，０００万円以下ということで、さらに

ハードルはかけさせてはいただいており

ます。 

最後に、貯蓄が１００万円を切られると、

年金で生活されている方の補助金の改修

についてはというようなこともご質問で

いただいたかと思うんですが、平成２７年

度から補助金の代理受領ということで、一

定この補助金というのが後払いという形

になります。ですので、先ほど申しました

２００万円かかる場合であれば、従来につ

きましては、先に所有者様のほうでご用立

ていただいて、工事業者にお支払いをいた

だいて、その領収金額で確認をさせていた

だいた中で補助金を交付するという形の
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手続でございました。平成２７年度からは、

その工事にかかった費用で補助金額、これ

通常は設計と工事金額を合わせて、通常で

いきますと８０万円交付をさせていただ

いているんですが、その分を差し引く形で

当初から所有者様のご負担をいただかな

い形での取り組みということも、平成２７

年度からさせていただいておりますので、

費用負担軽減の取り組みということでご

理解いただければなと思います。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 三好委員。 

○三好義治委員 今、るる質問し、答弁も

いただきまして、一方ではこの補助金制度、

従来の補助金から比べると非常に利便性

が高まっているということで安心いたし

ました。 

といいますのも、従来やったらいろんな

所得制限、もっとやっぱり低所得者で制限

かけてんのが、今、所得で９１０万円いう

たら大概の方々がこういったことで補助

金が受けられると。 

一方気になるのが、昨年の地震以降の被

災建築物応急危険度判定の赤色と被災建

築物応急危険度判定の黄色を貼られた方、

私も実は被災建築物応急危険度判定の黄

色を貼られて、ほんでその後台風で壁面が

やられたり、結局そのときに被災建築物応

急危険度判定の黄色を貼られとったのが

もう事実、風が吹いたらもうやられたとい

うようなこともありまして、改修に踏み込

んだんですけど、そういった方々にできる

だけそういったことを告知しながら安

全・安心のほどを、まずは自助で守ってい

ただくような取り組みをぜひお願いして、

質問を終わります。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

暫時休憩いたします。 

（午前１０時４６分 休憩） 

（午前１０時４９分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

議案第３７号の審査を行います。 

補足説明を求めます。 

井口総務部長。 

○井口総務部長 議案第３７号、摂津市税

条例の一部を改正する条例制定の件につ

きまして、提案内容を補足してご説明いた

します。 

議案参考資料、条例関係の２１ページか

ら４４ページの新旧対照表もあわせてご

参照願います。 

それでは、条文に沿ってご説明いたしま

す。 

まず、附則第６条につきましては、改元

に伴う元号の表示の整備を行うものでご

ざいます。同様に、附則第９条の２、第１

０条、第１４条、第１５条、第１６条、第

１８条、第１９条、第２１条、第２３条、

第２５条、第２６条及び第２８条につきま

しても、元号の表示の整備を行うものでご

ざいます。 

次に、附則第３４条につきましては、現

行の附則第３５条を繰り上げ、改元に伴う

元号の表示の整備を行うとともに、現行の

附則第３５条の２を、附則第３４条の２と

改正するものでございます。 

附則第３５条につきましては、消費税率

改定に伴い、平成３２年度燃費基準達成車

のうち、軽自動車の自家用車を令和元年１

０月１日から令和２年９月３０日までに

取得した場合は、環境性能割を１％軽減し、

非課税とする臨時的軽減措置を講じるも

のでございます。 
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現行の附則第３５条の３につきまして

は、当分の間大阪府が軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収を行うことに伴い、第２項

から第４項の規定を追加し、同条を附則第

３５条の２とするものでございます。 

附則第３５条の３につきましては、大阪

府が自動車税の環境性能割を課さない自

動車に相当するものとして、市長が定める

三輪以上の軽自動車に対して、環境性能割

を非課税とする規定を新設するものでご

ざいます。 

附則第３６条につきましては、消費税率

改定に伴う臨時的軽減措置として、平成３

２年度燃費基準未達成の軽自動車の自家

用車で、令和元年１０月１日から令和２年

９月３０日までに取得した場合は、環境性

能割の税率１００分の２を１００分の１

にする規定を追加するものでございます。 

附則第３６条の２につきましては、軽自

動車税の種別割の税率の特例、いわゆるグ

リーン化特例について、第１項で平成３１

年度分に限っていた重課税率の規定を、初

回車両番号指定月から１４年経過した月

の年度以降分に改正するものでございま

す。 

また、令和元年度、または令和２年度に

初回車両番号指定を受けた一定の環境性

能を有する軽自動車について、それぞれ翌

年度分の種別割に限り、軽減する軽課税率

を設けるため、第２項から第４項の規定を

追加するものでございます。 

附則第３７条につきましては、附則第３

６条の２第２項から第４項を追加するこ

とに伴い、軽自動車税の種別割の賦課徴収

の特例に関する規定を設けるものでござ

います。 

附則第４０条及び附則第５２条につき

ましては、改元に伴う元号の表示の整備を

行うものでございます。 

なお、附則といたしまして、本条例は令

和元年１０月１日から施行するものでご

ざいます。 

以上、議案第３７号、摂津市税条例の一

部を改正する条例制定の件の補足説明と

させていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明は終わり、質疑に

入ります。 

松本委員。 

○松本暁彦委員 説明をいただきました

けども、ぜひまた、ちょっとよりわかりや

すく、市民への影響について事例等を挙げ

て説明をしていただけないでしょうか。１

点、お願いします。 

○渡辺慎吾委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、松本委員の

ご質問にお答えいたします。 

市民への影響の部分で、具体的にという

ご質問でございました。影響がある部分に

つきまして、先ほど補足説明のほうでもさ

せていただきました軽自動車税の環境性

能割で、令和元年の１０月１日から令和２

年９月３０日までの取得の場合、税率が

１％のものが非課税、２％のものが１％と

いう臨時的軽減措置があるということで

ございます。 

これにつきまして、具体的に消費税率が

この令和元年１０月１日から１０％にな

るということで、購入する際の車体価格が

２％増額となりますが、例を挙げますと、

１００万円の車を消費税率が上がったと

きに取得いたしますと、２％ふえるという

ことでございますので、８％のときが１０

８万円でありましたら、１０％では１１０

万円と、２万円増となるという形でござい

ますが、環境性能割という税額のほうが

１％軽減されるということであれば、この
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１１０万円の１％の部分が軽減されると

いうことですので、約１万円が軽減される

というような形でございます。 

消費税率の１０％の導入によりまして、

取得につきましては２万円増でございま

すが、税に関しましては１万円の減という

ことで、段階的な形で市民の方への負担感

というのは幾らか軽減されるのかと考え

ております。 

また、同様に軽自動車税の種別割の部分

で、グリーン化特例ということで、令和元

年度、令和２年度中の自動車取得をした場

合、それぞれの翌年度のみでございますが、

種別割の軽課税措置が適用されるという

ことでございますので、こちらにつきまし

ても消費税が２％上がるという部分の負

担感の幾らかの軽減が図られるのではな

いかと考えております。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 まずは消費税が上がっ

た際の負担軽減という形での具体的な数

値をお示しいただきまして、非常にわかり

やすく理解いたしました。 

これは一つ要望でございますけども、今

回の環境性能がよりよい車に対しての負

担軽減というところは理解をしています。

これは逆に一つの側面としては、環境性能

のよい車への購買意欲の向上というとこ

ろにも促進をするという側面的なものも

あると私は理解をしております。 

特に、本市としてもやはり環境について

は非常に力を入れているというところで、

こういった条例改正のところで、やはり国

との意義等もございますが、やはり市とし

てもしっかりと落とし込んで、どのような

形で市民に対して説明というところを一

つ、よりわかりやすいように、そして皆さ

ん納得していただけるような形で、これも

含めて、それ以外でも工夫をしていただけ

ればなと思っております。 

特にこの税金、税収についてはやはり住

民福祉の増進の原資でございまして、非常

に大切なものでございます。それをよりよ

く市民の方に理解していただいて、徴収に

つなげていただくようにしていただけれ

ばと思います。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。

ないですか。 

野口委員。 

○野口博委員 毎回毎回ですね、みみっち

い中身で、条例改正が出てくるので、ちょ

っと怒りを覚えてるわけです。今回は当初

１０月消費税増税に伴って、いろいろ改正

案を出してきましたけども、若干負担感を

和らげるという中身で通しているわけで

す。それでね、今のこの政治の姿勢がね、

こういうところでも示されてるのかなと

思っています。 

具体的にちょっと聞かせていただきた

いのは、例えば先ほど１００万円という話

があったので、そこに合わせますけど、１

００万円の車体金額で、購入金額で、２０

２０年度燃費基準、これは３０％達成車は、

ことしじゅうに買ったものについては翌

年まで５０％軽減となりますけども、今回

グリーン化特例ですよ。これは今回これま

でが軽減なしになってましたけども、これ

１年間延長するということで、例えば軽自

動車税が１万８００円の場合は５０％減

でありますので、５，４００円になるとい

うことも含めて、そういう１年間だけ軽減

を図りますという内容だとか、いろいろ入

っております。 

それで、一つは摂津市に絡む税目として
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軽自動車税がありますけども、こういう制

度改正によってどのぐらいの影響がある

のか、一つ教えていただきたいと思います。 

ちょっと理解深める意味で、初歩的な質

問で申しわけないんですけども、今回の改

正が一つは元号の改正に伴う文言整理が

一つですね。お話にあったように、軽自動

車税の種別割の部分で、自動車取得をした

場合、税率が１％のものは非課税にします

よと。そういった環境性能割に対する臨時

的な措置で、来年の９月末まで購入したら

ね、税率が２％のものは１％軽減しますよ

というところであります。それで購入後１

４年目に重加算が加わりますけど、これも

従前に延長しますよというのが、そういう

今回の改正案の中身だと思ってますけど

も、もう少しわかりやすく、ちょっと焦点

を絞っていただいてご説明いただきたい

と思います。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 妹尾課長。 

○妹尾市民税課長 それでは、野口委員の

ご質問にお答えいたします。 

環境性能割について、臨時的軽減措置を

行った場合、市税への影響ということのご

質問であったかと思います。こちらにつき

ましては、臨時的軽減措置が行われた場合、

その部分の減収の補填につきましては、国

のほうで地方特例交付金というところで

見ますという話になっておりまして、当初

予算のところで想定しております臨時軽

減の減額分としては約３００万円ほど見

込んでおりますが、こちらにつきましては

減収補填があるということで、市税、収入

への影響はないものと考えております。 

あともう一点、軽自動車税の種別割の部

分で、軽課税措置をまた、令和２年度、令

和３年度というふうに続けていくという

ことですが、こちらにつきましては来年度

以降のお話ではございますが、現状今年度

につきましても軽課税措置と重課税は行

われておりますので、特にこれが続いたか

らということで、市税への大きな影響はな

いものと考えております。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 わかりました。 

とりあえず今、冒頭申し上げたように、

１０月から消費税増税に伴って若干負担

軽減しますよと。しかし、１年たてばいわ

ゆる従来の改正案のとおりに負担をふや

していくという、そういう中身ですので、

そういう税目に対する、国民に対する負担

を一定期間、１年間は延長、従前どおり軽

減するけども、１年後はもとどおりの改正

案どおり負担をふやすという、こういうこ

とになるといいますけども、そういう点で

は大変もう寂しいなという気持ちはちょ

っとしておりますけども、いろいろこうい

う問題も含めて、市民の方々の消費税増税

に伴う負担という問題については、ぜひ注

視をしていただいて、いろんな形で政策面

で生かしていただきたいということだけ、

ちょっと申し上げておきます。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑は終わり

ます。 

暫時休憩いたします。 

（午前１１時５分 休憩） 

（午前１１時６分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

議案第３６号の審査を行います。 

本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 
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松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、確認の意味で

質問させていただきます。 

まず、本条例改正につきましては、金額

を、例えば選挙時であれば１万６００円か

ら１万８００円、そして投票立会人であれ

ば９，５００円が９，６００円にと、増額

をしているというところで、これについて

は報酬を上げる、そしてその対価を労働と

いいますか、その行為に対しての必要な報

酬を支払っている、その分をふやしたとい

う認識でございますけども、改めて確認の

意味で、実際どのような意味を持って報酬

を上げたのか、ご説明していただきたいと

思います。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 菰原局次長。 

○菰原選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長 そ

れでは、松本委員からのご質問にお答えさ

せていただきます。 

今回の報酬を上げた意味ということで

ございますが、こちらの選挙立会人等の報

酬額につきましては、国会議員の選挙等の

執行経費の基準に関する法律という、国の

選挙の執行にかかる報酬の基準額を定め

る法律がございまして、その額に準じて平

成２６年から市の報酬等も定める方針と

した次第でございます。 

今回、当該法律が令和元年５月に改正が

ございまして、次の参議院議員選挙から報

酬額が増額されることになり、市の方針と

しましてこちらの額に合わせる手前、市の

報酬の規定についても同様に額を増額す

べきというところで、今回上程させていた

だいている次第でございます。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 国会議員の選挙等の執

行の経費が上がったということに合わせ

て、市としても国に合わせて上げるという

ところにつきましては理解をいたしまし

た。 

これは要望ですけども、今、投票立会人

でよく自治会の関係者が多く参加されて

おられますけども、やはり自治会の一部で

はそういった役職の方がどうしても重な

ってしまうと。会長の方がそれを続けて民

生委員、あるいはそういった投票立会人

等々も重なってしまうという現状もある

とお聞きしております。 

そういった中で、今自治会の負担軽減と

いう形にも今後議論の中に、一つこの投票

立会人というのも出てくるのかなと思っ

ておりますので、そういったところを今後

検討していただきたいと、自治会の負担軽

減、なおかつしかしながら、投票立会人と

しての意義として必要な人をどういう形

で工面していくかというのも課題となっ

ておると認識をしております。今後、ぜひ

検討していただければと思います。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑は終わり

ます。 

暫時休憩いたします。 

（午前１１時 ９分 休憩） 

（午前１１時１３分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

議案第４１号の審査を行います。 

補足説明を求めます。 

明原消防長。 

○明原消防長 議案第４１号、摂津市火災

予防条例の一部を改正する条例制定の件
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につきまして、補足説明を申し上げます。 

なお、議案参考資料条例関係５１ページ

に、新旧対照表を記載いたしておりますの

で、あわせてご参照をお願いいたします。 

今回の改正は、住宅用防災機器の設置及

び維持に関する条例の制定に関する基準

を定める省令の一部を改正する省令の公

布に伴い、本市火災予防条例に規定する住

宅用防災警報器、いわゆる住宅用火災警報

器等の設置の免除に係る要件等を改正い

たすものでございます。 

それでは、条文に沿いましてご説明を申

し上げます。 

第２９条の５第１号では、住宅用火災警

報器等の設置を免除する場合の一つの要

件として掲げております、閉鎖型スプリン

クラーヘッドの性能について、現行条例で

作動時間が６０秒以内としているものを、

種別が一種と文言を改めるものでござい

ます。 

次に、同条第６号は、特定小規模施設用

自動火災報知設備、以降は特小自火報とい

うことで表現をいたしますが、この特小自

火報を設置した場合の住宅用火災警報器

等の設置免除について、号を追加いたすも

のでございます。省令におきまして、平成

３０年６月１日から宿泊施設等の用途部

分が３００平方メートル未満の小規模の

民泊施設においては、特小自火報を設置す

ることで、自動火災報知設備の設置が免除

されております。 

また、自動火災報知設備の設置により、

住宅用火災警報器等の設置を免除できる

ことは明示されておりましたが、特小自火

報の設置により、住宅用火災警報器等を免

除できることは明示されておりませんで

した。 

今回、省令の改正に伴い、特小自火報の

設置による住宅用火災警報器等の設置免

除が明示されましたため、これを明文化し、

規定いたすものでございます。 

附則といたしまして、この条例は公布の

日から施行するものでございます。 

以上、議案第４１号、摂津市火災予防条

例の一部を改正する条例制定の件の補足

説明とさせていただきます。 

○渡辺慎吾委員長 説明は終わり、質疑に

入ります。 

松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは１点、確認の上

で質問させていただきます。 

最初のスプリンクラーの作動時間が６

０秒以内の種別が一種ということに改め

たというところですけども、これについて

いわゆるスプリンクラーに対する性能基

準がこの文言に変更したということで、実

際にどのような形で市民に影響、現状の市

民の生活に対して影響があるのかどうか

というのをお聞かせください。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 納家課長。 

○納家消防予防課長 それでは、今の質問

にお答えいたします。 

まず、種別が一種というものはどういう

ものかというのにお答えさせていただき

ます。 

これは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの

技術上の規格を定める省令の第１２号の

感度試験にうたわれているものであって、

種別として一種と二種がございます。まず、

一種は、気流温度が１３５度、１９７度、

気流速度が１．８メートル毎秒の感度試験

条件の中で作動するかどうか、これは製品

が、スプリンクラーヘッドの製品がつくら

れたときに試験するといった感度試験条

件のものであります。 
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以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 スプリンクラーの性能

についてというところで、実際今現状設置

されているスプリンクラーに対して、大き

な特に影響はあるのかどうかと、ところの

確認だけお願いします。 

○渡辺慎吾委員長 納家課長。 

○納家消防予防課長 この感度試験にあ

りましては、改正してからさらに感度を、

言えば条件が厳しくなったという条件に

なりますので、市民等への影響等はござい

ません。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 より火災予防にふさわ

しい、性能向上したということを理解しま

した。火災予防につながっていくと理解を

しております。 

これは要望ですけども、先日も東正雀で

火災が起きました。これについては、やは

り初期消火の対応というところもいろい

ろと課題があったと聞いております。まさ

にこの火災予防条例というところで、初期

消火の対応というところもやはり一つそ

ういう対応の認知というのも予防の一つ

につながるのかなと思っております。やは

りこれまでの火災の傾向というのをしっ

かりと把握をした上で、より市民に予防に

ついて何が認識、認知をすべきかというと

ころをぜひしっかりと検討していただき

たいと思います。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかにございますか。 

野口委員。 

○野口博委員 今回の特小自火報、その対

象物件として、延べ面積３００平方メート

ル未満の小規模な福祉施設や民泊などの

宿泊施設ということで、言われております

けども、これに該当する市内の対象物件が

どのぐらいあるのかと。民泊を除きますと、

摂津市は二つになってます。南摂津駅前周

辺のところに二つありますけども、その辺

の状況をですね、確認されておればちょっ

と聞かせていただきたいと思います。 

○渡辺慎吾委員長 納家課長。 

○納家消防予防課長 この特定小規模施

設用自動火災報知設備、これが設置されて

おるのは、摂津市内で８件ございます。そ

れで、委員が先ほどおっしゃられたように、

民泊として使われて、民泊として申請され

ておるのは摂津市内で２件でございます。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 ８件とも、この火災報知設

備が設置されておるということで理解し

ていいんですか。 

○渡辺慎吾委員長 納家課長。 

○納家消防予防課長 スプリンクラー設

置の施設としましたら、３９施設ございま

す。そのうちのスプリンクラーの設置は全

てされております。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 例えば福祉施設というこ

とになってますので、最近小規模保育施設

がどんどんできまして、いろんな分煙とか、

３００平米以下の状態もたくさん見られ

ますので、そういうところも含めておっし

ゃってる８施設に入ってて、ちゃんとこう

いう設備がね、されてるのかという点検の

状況についてもちょっと教えてください。 

それと、二つの民泊についてもね、実際民

泊上は都道府県管理ですけども、地元の市

町村としては消防も関連しますので、こう

いう届けがもしあったりなかったり、わか
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りませんけども、ちゃんと確認されてるの

かということも含めてちょっと教えてく

ださい。 

○渡辺慎吾委員長 納家課長。 

○納家消防予防課長 まず、民泊のほうを

お答えさせてもらいます。 

先ほども言いましたように、摂津市内に

おいたら２件ですね。２件のほうの民泊と

して申請はなされておって、１件は実際に

民泊として運営を営んでおられます。１件

については、消防が申請を受けまして、あ

とはその方が営まれてるかどうかという

のは、うちでは把握はできておりません。 

○渡辺慎吾委員長 消防長。 

○明原消防長 私のほうから、先ほど２回

の質問を総括してのご答弁ということで

させていただきたいと思います。 

まず、ご質問にありました特小自火報の

関係ですね、これについては消防法に適用

する建物としては８件です。ただし、これ

は民泊という建物ではございません。 

ご質問にありました、民泊に関するもの

については、この特小自火報をつけなけれ

ばならない民泊はございません。現在、届

け出があります２件なんですけども、この

２件につきましては、５０平米未満という

ことで、住宅用火災警報器設置で事足りる

という施設になってございます。 

あと、小規模の保育施設などの点検につ

いてですけども、それは法令に基づきまし

て、届け出がある場合は私ども確認してま

いります。 

それと、今後の民泊の確認等なんですけ

ども、これの流れでいきますと、保健所に

恐らく一番最初に行かれるだろうと。保健

所から消防設備の関係等の指導を受けな

さいということが連絡されますので、私ど

もは受け身の形にはなるんですけども、そ

ういった形が届け出されれば現地確認と

いうような点検を行ってまいります。 

以上でございます。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 １点。８件とおっしゃった

ので、８件とも３００平米未満の福祉施設

と思いますけども、具体的にちょっと説明

してください。 

○渡辺慎吾委員長 納家課長。 

○納家消防予防課長 今の質問の８件分

なんですが、これがまず福祉施設、福祉施

設が５件と、あとそれ以外の複合用途防火

対象物ということで３件が上がっており

ます。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 野口委員。 

○野口博委員 概要的な説明じゃなくて、

もう少しわかりやすく説明いただければ

と思います。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時２６分 休憩） 

（午前１１時２７分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

納家課長。 

○納家消防予防課長 これは共同住宅の

中に障害者施設と福祉施設があるのは４

件でございます。 

以上です。 

○渡辺慎吾委員長 暫時休憩いたします。 

（午前１１時２８分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

納家課長。 

○納家消防予防課長 ８件の内訳につい

て、障害者福祉施設が３件、次に老人デイ

サービス、これが１件です。次に、共同住

宅の中に障害者施設がある分が４件でご

ざいます。 
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以上です。 

○渡辺慎吾委員長 ほかに質問ございま

すか。 

南野委員。 

○南野直司委員 今回の議案第４１号は、

いわゆる住宅用の防災機器の設置及び維

持に関する条例の制定に関する基準を定

める省令の改正に伴っての条例の制定と

いうことであります。本日も鳥飼下で火災

があって、それから先日も東正雀で火災が

ありました。私も消防団としてお手伝いに

行かせていただいたんですけども、その中

で現場を見させていただいて、やはりこの

住宅用の火災警報器の設置の大事さとい

うのも改めて感じたわけであります。特に、

高齢者の方のおひとり住まいの戸建てで

あったり、共同住宅というものは、まだま

だ火災警報器というものが、もちろん築年

数が古いおうちでありますけども、設置さ

れてないところもあるのかなと認識はし

てるんです。さまざまな機会で防災訓練

等々で住宅用の火災警報器の設置の促進

というものもやっていただいてると思う

んです。さらにさまざまな機会で、再度設

置のお願いをしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。要望とし

ておきます。 

○渡辺慎吾委員長 以上で質疑は終わり

ます。 

暫時休憩いたします。 

（午前１１時３２分 休憩） 

（午前１１時３４分 再開） 

○渡辺慎吾委員長 再開します。 

討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○渡辺慎吾委員長 討論なしと認め、採決

をします。 

議案第３４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

議案第３６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって可決

すべきものと決定しました。 

議案第３７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

議案第４１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○渡辺慎吾委員長 全員賛成。よって本件

は可決すべきものと決定しました。 

これで、本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時３５分 閉会） 
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